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カテゴリー：お知らせ 

 

 

一般国道１４０号の通行止め解除について 
 

 一般国道１４０号（秩父市大滝地内）では、令和７年７月と９月に発生した落石

の復旧作業に伴い、令和８年２月末までの通行止めを予定していましたが、復旧作

業が完了したため令和８年１月２７日（火曜日）午前１０時に通行止めを解除しま

す。 

 なお、一般国道１４０号の通行止め解除に伴い、迂回路として暫定的に供用して

いた大滝トンネルが通行できなくなります。 

 利用者の皆さまには、通行止めによる迂回等に御理解・御協力をいただき、あり

がとうございました。 

 

１ 交通規制状況 

 規制箇所 一般国道１４０号（秩父市大滝地内）  

三峯神社鳥居付近から大滝神庭交流広場入口付近の延長約１．２ｋｍ 

（詳細な位置は「２ 交通規制図」を参照ください） 

 解除日時 令和８年１月２７日（火曜日）午前１０時 

 そ の 他 一般国道１４０号の通行止め解除に伴い、迂回路として暫定的に供用

していた大滝トンネルが通行できなくなります。 

  令和８年１月２０日 

県土整備部 道路環境課 
防災担当 黒澤、小原 
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２ 交通規制図 

 

 

３ 問合せ先 

 県土整備部 道路環境課 防災担当  

 電話 048-830-5107 

 


